
議案第 ８ 号

熊取町いじめ問題再調査委員会条例

令和 ７ 年 ３ 月 ５ 日提出

熊取町長 藤 原 敏 司

提案理由

いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71 号）第 28条第 1項に規定する重大事態の

調査結果に関し、同法第 30 条第２項の規定に基づき町長の諮問に応じて調査審議を行う

熊取町いじめ問題再調査委員会を設置するため、この条例案を提出するものです。
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熊取町いじめ問題再調査委員会条例

（設置）

第１条 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 138 条の４第３項の規定に基づき、いじめ防止対策推進法（平成 25年法律第 71 号。以下「法」

という。）第 30条第２項の規定による再調査を行うため、熊取町いじめ問題再調査委員会（以下「委員会」という。）を置く。

（所掌事務）

第２条 委員会は、町長の諮問に応じ、法第 28条第１項に規定する重大事態（以下「重大事態」という。）の調査の結果について調査審議し、

答申する。

（組織）

第３条 委員会は、再調査の対象となる重大事態ごとに委員５人以内で組織する。

２ 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。

３ 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

（委任）

第４条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、規則で定める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。

（非常勤特別職職員報酬等条例の一部改正）

第２条 非常勤特別職職員報酬等条例（昭和60年条例第10号）の一部を次のように改正する。
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次の表の改正前に掲げる規定を同表の改正後に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後 改正前

別表（第２条関係）

備考 （略）

別表（第２条関係）

備考 （略）

区分 報酬の額 旅費の額

（中略） 職員等旅費条例

（昭和48年条例第

６号）別表の町長

の職にある者の旅

費相当額

男女共同参画

推進審議会

会長

委員

日額 8,200円

日額 7,700円

いじめ問題再

調査委員会

会長

委員

日額 18,000円

日額 18,000円

（以下略）

区分 報酬の額 旅費の額

（中略） 職員等旅費条例

（昭和48年条例第

６号）別表の町長

の職にある者の旅

費相当額

男女共同参画

推進審議会

会長

委員

日額 8,200円

日額 7,700円

（以下略）
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